
建築物等に係る事故が発生した際の 

対応についてのご案内 

 

世田谷区内の建築物の工事に起因する事故や多数の人が利用する建築物にお

いて建築物や建築設備に起因する事故が発生した場合、世田谷区建築基準法施

行細則第１４条の５に基づき、工事の施工者・建築主・所有者又は管理者等は、

区への報告が必要です。（世田谷区建築基準法施行細則第 14 条の 5） 

 

報告が必要な事故 

（１）建築物の工事中に資材の落下や器具の転倒など工事を起因とした事故が

発生した場合 

 ・対象建築物：①木造で高さが１３ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるもの 

        ②木造以外で階数が２以上のもの 

 ・対象事故 ：①敷地内で死者が生じた事故 

        ②敷地外で人が危害を受けた事故 

 

（２）多数の人が利用する建築物において建築物や建築設備を起因とした事故

が発生した場合 

 ・対象建築物： 建築基準法第６条第１項第１号又は第１２条第１項に該当

する建築物（劇場・店舗・共同住宅・病院・学校など） 

・対象事故 ：①死者が生じた事故 

        ②３０日以上の治療期間を要する負傷者が発生した事故 

 

報告方法 

事故が発生した場合、直ちに「事故報告書（第１１号の５様式）」により事故

の速報を報告してください。また、速やかに「事故報告書（第１１号の６様式）」

により事故の詳細を報告してください。 

 

  

【報告書提出先】 

  世田谷区都市整備政策部建築調整課 

〒158-0094 東京都世田谷区玉川１－２０－１ 二子玉川分庁舎Ｂ棟２階 

  電話 ０３－６４３２－７１６２  ＦＡＸ ０３－６４３２－７９８５ 

Ｅ-mail sea02034@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

 

 

工事施工者や所有者・管理者の方々は、事故を未然に防止するために 

日々の安全対策や管理に十分な配慮をお願いいたします。 


